
 
新 旧 対 照 表 

改 正 後 現   行 
社会福祉施設等における事故・不祥事案発生時の報告取扱要領 

 
１～６ （略） 
 
附 則  
 この要領は、平成２５年６月２５日から施行する。 
 平成２９年１月１日 一部改正 
 令和元年１２月２０日 一部改正 
 
別紙１（２関係） 

 対象施設及び報告書提出先 

施設種別 
報告書

提出先 
県担当

課 
児童福祉施設等 
（保育所、認定こども園（幼保連携型・保育所型）、児

童厚生施設、母子生活支援施設、児童養護施設、児童

自立支援施設、乳児院、児童家庭支援センター、児童

心理治療施設）、小規模住居型児童養育事業者 

（略） （略） 

（略） （略） 
（略） （略） 
（略） （略） 
（略） （略） 
（略） 

 

社会福祉施設等における事故・不祥事案発生時の報告取扱要領 

 
１～６ （略） 
 
附 則  
 この要領は、平成２５年６月２５日から施行する。 
 平成２９年１月１日 一部改正 
 
 
別紙１（２関係） 

 対象施設及び報告書提出先 

施設種別 
報告書

提出先 
県担当

課 
児童福祉施設 
（保育所、認定こども園（幼保連携型・保育所型）、児

童厚生施設、母子生活支援施設、児童養護施設、児童

自立支援施設、乳児院、児童家庭支援センター、情緒

障害児短期治療施設） 

（略） （略） 

（略） （略） 
（略） （略） 
（略） （略） 
（略） （略） 
（略） 
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 注）１～３ （略） 

４ 児童福祉施設（保育所、認定こども園、児童厚生施設、母子生活

支援施設及び児童家庭支援センターを除く。）及び小規模住居型児

童養育事業者については、上記以外に、「児童福祉施設等入退所事

務取扱要領」により、児童相談所へも報告を行うこと。 
５・６ （略） 

 

 注）１～３ （略） 
４ 児童福祉施設（保育所、認定こども園、児童厚生施設及び母子生

活支援施設を除く）については、上記以外に、「児童福祉施設等入

退所事務取扱要領」により、児童相談所へも報告を行うこと。 
 
５・６ （略） 
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